
　1　「共通講義＆市町及び障害者虐待防止センター職員コース（通称：市町コース）」

　2　「共通講義＆障害福祉サービス事業所等コース（通称：事業所コース）」

　3　「共通講義のみ」

※1又は２の申込フォームにて「共通講義」の申込みも兼ねています。

〇各研修の申し込み締切りは全て同じです。

　9月9日（火）17時

〇三重県障がい者虐待防止・権利擁護研修の受講方法は、以下のパターンがあります。おひとりいずれかのパターンしか受講できません。

　パターン1　「共通講義」と「市町コース」

　パターン2①　「共通講義」と「事業所等コース(1部のみ)」

　パターン2②　「共通講義」と「事業所等コース(1部及び2部)」

　パターン3　「共通講義」

令和7年度三重県障がい者虐待防止・権利擁護研修　受講の流れについて

〇三重県障がい者虐待防止・権利擁護研修には、以下1～3の3つのコースがあります。

おひとり１コースのみ選択して、申込フォーム（3種から選択）よりお申込みください。

「共通講義」

オンデマンド配信

9月末～10月末

「事業所等コース 1部」

オンデマンド配信

10月末～11月初

「事業所等コース 2部」

演習A（11/11）又はB（12/10）

「共通講義」

オンデマンド配信

9月末～10月末

「共通講義」

オンデマンド配信

9月末～10月末

「共通講義」

オンデマンド配信

9月末～10月末

「事業所等コース 1部」

オンデマンド配信

10月末～11月初

受講決定

9月末

共通講義

受講確認

（Googleフォーム）

受講決定

9月末

受講決定

9月末
1部受講案内

（メール）

受講決定

9月末

１部受講案内

（メール）

共通講義

受講確認

（Googleフォーム） 修了

修了

修了

共通講義

受講確認

（Googleフォーム）

2部受講案内

（メール）

共通講義

受講確認

（Googleフォーム）

演習受講案内

（メール）

修了

「市町コース」

オンデマンド配信（10月末～11月初）+
講義・演習（11/11）


